
１ 職員のマスク着用（令和５年３月１３日から）

○ 着用は個人の判断に委ねることを基本。
勤務時等での着用は、原則求めない。
（本人の意思に反して着脱を強いることのないよう留意。）

職員等のマスク着用について

１

２ マスクの着用が効果的である場面（マスク着用の推奨）

○ 通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスに乗車する時。
○ 医療機関、高齢者施設等を訪問する時。
○ 医療機関等の従事者。
※感染対策上及び職務上の理由により、業務における各場面での着用を求めることが可能。

３ 道主催の会議・イベント等におけるマスク着用について

○ 感染対策上の理由により必要な場合は、着用を求めることが可能。
（高齢者など重症化リスクの高い参加者が多い場合や、換気がしにくい会場での開催など。）

※道以外が主催するイベント等において、主催者から着用を求められた場合は着用。

※留意事項
様々な理由から、マスクを着用できない者、着用する必要がある者がいることに十分に留
意し、適切な取扱いがなされるよう、周知の徹底。
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４ 来庁者への周知などについて

○ 来庁者のマスク着用

・着用は個人の判断に委ねることを基本。
※感染対策上の理由により、来庁者に対しマスク

着用をお願いすることができる。
（来庁者の意思を尊重）

○「新北海道スタイル」安心宣言
・マスクの着用を除き、道としての感染防止
の取組は継続。

２

啓発チラシ、ポスターを庁内や執務室等に掲示


